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△ タクシー営業権の譲渡

Q :私は個人タクシー業者ですが、このた

び廃業することになり、自動車を50万円で、

また個人タクシーの権利を150万円で、他

人に譲渡することにしました。これらの譲渡

による所得は、何所得になるのでしょうか。

A ●
●

【解説】

いずれも譲渡所得になります◎

譲渡資産の基因となる資産の範囲は広く、

事業用の資産でも、棚卸資産・準棚卸資産（作

業くず等）以外の資産の譲渡は、すべて譲渡

所得になります◎

また、有形の資産に限らず、金銭債権以外

の債権、例えば、行政官庁の許可・認可・割

当て等によって発生した事実上の権利も含ま

れるものとされています。

ご質問の個人タクシーの権利は、営業の許

可を受けた事によって事実上発生した権利と

考えられますから、その譲渡代金は、譲渡所

得の収入金額になります。

また自動車の譲渡収入も譲渡所得になりま

すが、事業所得の方で減価償却資産になって

いたものですので、未償却残額が取得費とし

て譲渡収入から差し引く事ができます。

いずれも、保有期間が5年を超えていれば、

総合課税の長期譲渡所得として、取得費を差

し引いた金額の合計額から譲渡所得の特別控

除額50万円を差し引き、さらに2分の1を

かけた金額を、事業所得の金額と合算します。

もし保有期間が5年以内ならば、この2分

の1課税は適用されません。


